
（財務省 28政5-1） 

上記目標の

概要 

 関税率の設定・関税制度の改善等に際しては、関税の機能の一つとしての国内産業保護機能に

留意しつつ、国際的な経済・貿易の発展への貢献、国内産業の実情、需要者・消費者への影響等

を総合的に勘案し、他の政策手段とあいまって、国民経済の健全な発展、更には世界経済の健全

な発展につながるものとする必要があります。

（上記目標を達成するための施策） 

政５-１-１：生産者・消費者・利用者等の現状、政策評価の結果等を踏まえた適切な関税改正の

実施 

政５-１-２：特殊関税制度の適正な運用 

政策目標５－１についての評価結果

政策目標についての評定 Ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由

 全ての施策が「ｓ 目標達成」であるため、当該政策目標の評定は、上記のとおり、「Ｓ 目標達成」

としました。

政 
策 

の 

分 

析

（必要性・有効性・効率性等） 

 内外経済情勢等を踏まえた関税率の設定・関税制度の改善等は、政府の方針に沿うものであり、また、

需要者・消費者への影響等を勘案しつつ、他の政策手段とともに、国民経済の健全な発展、更には世界

経済の健全な発展につなげるためには、重要で必要な取組みです。 

 平成29年度関税改正の検討に当たり、内外の市況や国内産業の実情等客観的なデータの収集を行い、

国民のニーズの的確な把握に努め、改正作業に活用することや、ＷＴＯ協定及び国内関係法令に基づい

て、不当廉売関税（用語集参照）の課税といった特殊関税制度の透明かつ公平・適正な運用を行うこと

も、内外経済情勢等を踏まえた関税率の設定・関税制度の改善等に寄与しています。 

 また、要望を受け付ける際に客観的情報の提示を求めるとともに、政策評価の結果等について記載し

た改正要望書の提出を求め、関係省庁との協議の際、それらの資料の十分な活用に努める等、効率的な

事務運営に努めています。 

（平成28年度行政事業レビュ－との関係） 

・ 輸出入・通関情報処理システム等経費

 平成28年度事前分析表において輸出入・通関情報処理システム等経費は当該目標に関連する予算額と

して記載していますが、当該経費は政策目標５-３と共通するものであるため、そちらで記載します。（事

業番号0023）

政策目標５－１：内外経済情勢等を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等 
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施策 政５－１－１：生産者・消費者・利用者等の現状、政策評価の結果等を踏まえた適切な関税改正の実施

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]政5-1-1-B-1：適切な関税改正の実施 

目 標 
 内外経済情勢等を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等を

行う。 
達成度 

実 績 

 平成29年度関税改正において、内外経済情勢等を踏まえつつ、 

 平成29年３月31日に適用期限が到来する暫定税率等について、その

適用期限を延長 

 子ども・子育て支援法による企業主導型保育事業の施行に伴い給食

用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の対象への同事業に係る保育施設

を追加、パラ―ニトロクロロベンゼン、玩具等の関税率を無税化 

 平成29年３月31日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度

及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を３年延長等

 平成29年３月31日に適用期限の到来する特定免税店制度及び選択課

税制度について、これらの適用期限をそれぞれ３年及び２年延長 

 東京オリンピック・パラリンピック等に向けたテロ対策強化の一環

として、旅客及び航空貨物に係る事前報告制度を拡充 

 国税犯則調査手続の見直しを踏まえ、関税法上の犯則調査手続にお

いても電磁的記録に係る証拠収集手続を整備 

 特恵適用実績や諸外国の動向などを踏まえ、特恵関税制度（用語集

参照）の全面適用除外措置の対象国の基準を見直し 

 申請者の負担軽減等の観点から、不当廉売関税等の課税の求め（申

請）に係る要件等を見直し 

 入国旅客の利便性の向上を図る観点等から、本邦国際空港等に到着

時免税店（保税売店）を設置し、入国旅客が到着時免税店において

購入して輸入する外国貨物について、携帯品免税制度を適用 

 生産資材の価格引下げの観点から、承認工場において製造される配

合飼料の原料品の対象を拡充 

する等の適切な関税改正を実施しました。 

○ 

（目標の設定の根拠） 

 関税率の設定・関税制度の改善等に際しては、関税の国内産業保護機能に留意しつつ、国際的な経済・

貿易の発展への貢献、国内産業の実情、需要者・消費者への影響等を総合的に勘案し、国民経済、更に

は世界経済の健全な発展につながるものとする必要があるため、これらを踏まえ、適切な関税の改正を

行うことを目標として設定しました。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

 上記のとおり平成29年度関税改正において、適切な関税改正を実施したため、達成度を「○」としま

した。 

平成29年度における関税率及び関税制度の改正についての答申(平成28年12月8日) 

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/report/ka

na20161208.htm 
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施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 

定 

の 

理 

由 

（適切な関税改正の実施） 

 関税改正に当たっては、関係府省からの関税改正要望において、政策の目的、要望措置の必要性・適

正性・効果、政策評価の結果等に関して記載を求めるとともに、関係府省から提出された関税改正要望

を精査するにあたり、関係府省からその所管する産業の情勢や個別要望の国民経済全体への影響の聴き

取りをしました。 

 その後、関税・外国為替等審議会において、平成28年10月から、計４回にわたり検討が重ねられ、同

年12月８日、平成29年度における関税率及び関税制度の改正についての答申が取りまとめられ、本答申

を踏まえて策定した関税改正案の主要事項を「平成29年度税制改正の大綱」に盛り込みました。 

 これらを踏まえて作成した関税定率法等の一部を改正する法律案を、平成29年２月７日に通常国会に

提出しました。同法律案は、同年３月31日に成立し、同日に公布され、一部の規定を除き同年４月１日

から施行されています。 

 以上のとおり、測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「ｓ 目標達成」

としました。 

 
政５－１－１に係る参考情報 

 

参考指標１：特恵関税を適用した輸入額             （単位：10億円） 

 平成25年度 26年度 27年度 

一般特恵受益国からの輸入額 35,796 36,541 34,369

 うち特恵適用輸入額 934 1,037 1,073

※ 確定値による（平成27年度中、28年１月から３月は確報値） 

 

施策 政５－１－２：特殊関税制度の適正な運用 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]政5-1-2-B-1：特殊関税制度の適正な運用 

目 標  特殊関税制度の適正な運用を行う。 達成度 

実 績 

 ＷＴＯ協定及び国内関係法令に基づき、 

 大韓民国及び中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く。）産

水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税 

 中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く。）産高重合度ポリ

エチレンテレフタレートに係る不当廉売関税に関する調査 

等において特殊関税制度の適正な運用を行いました。 

○ 

（目標の設定の根拠） 

 近年のグローバル化の進展による貿易の拡大に伴って特殊関税制度の重要性が増している中、その運

用に際して、ＷＴＯ協定及び国内関係法令に則って制度の濫用や恣意的な運用を避けつつ、調査や賦課

決定等を適正に行う必要があることから、特殊関税制度の適正な運用を目標として設定しました。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

 上記のとおりＷＴＯ協定及び国内関係法令に基づき、特殊関税制度の適正な運用を行ったため達成度

を「○」としました。 
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 水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税についての答申（平成28年７月11日） 

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/report/ka

nb20160711.htm 

中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに係る不当廉売関税の課税に関する調査開

始報道発表資料（平成28年9月30日） 

 http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/plan/futou/ka20160930.htm 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 

定 

の 

理 

由 

 以上のとおり、測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「ｓ 目標達成」

としました。 

 

評 

価 

結 

果 

の 

反 

映 

 以下のとおり、上記の施策を引き続き実施します。 

 関税改正に当たっては、内外の経済情勢の変化等を踏まえつつ、関係府省より提出された改正要望に

ついて、関係府省の政策評価結果を適切に活用し、措置の必要性や実現される具体的な効果、更にはそ

の所管する産業の情勢や個別要望の国民経済全体への影響を聴取し、関係府省とも協議を十分に行った

上で、関税・外国為替等審議会の調査・審議の結果を踏まえながら、適切に判断していきます。 

 また、これらの過程において、国民のニーズの的確な把握に努めるとともに、内外の市況や国内の生

産者の状況など客観的なデータの収集を行っていきます。 

 不当廉売関税等の特殊関税制度については、ＷＴＯ協定及び国内関係法令等に則り、透明かつ公平・

適正に運用を行っていきます。 

 

 平成30年度予算概算要求にあたっては、最近における内外の経済情勢等を踏まえ、公平・中立・簡素

という観点に留意しつつ、関税改正において適切な関税率の設定等の関税制度の改善、及び特殊関税制

度の適正な運営を行うため、関税制度等の企画及び立案等に必要な経費の確保に努めます。 

 

財務省政策評価懇談

会における意見 
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政策目標に係る予算額 

区   分 平成26年度 27年度 28年度 29年度 

予算の

状況 

（千円） 

当初予算 415,728 817,771 517,577 582,420

補正予算 △ 2,331 △ 94 △3,804

繰 越 等 － － － 

合    計 413,397 817,677 513,773

執行額（千円） 361,835 737,318 N.A.

（概要) 

 関税制度等の企画及び立案や、その基礎データとなる貿易統計等を作成するための貿易統計業務機能の開

発・運用等に係る経費です。 

（注）平成28年度「執行額」等については、平成29年11月頃に確定するため、平成29年度実績評価書に掲載予定です。 

 

政策目標に関係する

施政方針演説等内閣

の主な重要政策 

平成29年度税制改正大綱（平成28年12月22日閣議決定） 

 

政策評価を行う過程

において使用した資

料その他の情報 

特になし 

 

前年度政策評価結果

の政策への反映状況 

（適切な関税改正の実施） 

 関税改正に当たっては、内外の経済情勢の変化等を踏まえつつ、関係府省より提出さ

れた改正要望について、関係府省の政策評価結果を適切に活用し、措置の必要性や実現

される具体的な効果、更にはその所管する産業の情勢や個別要望の国民経済全体への影

響を聴取し、関係府省とも協議を十分に行った上で、関税・外国為替等審議会の調査・

審議の結果を踏まえながら、適切に判断しました。 

 また、これらの過程において、国民のニーズの的確な把握に努めるとともに、内外の

市況や国内の生産者の状況など客観的なデータの収集を行いました。 

 

（特殊関税制度の適正な運用） 

 不当廉売関税等の特殊関税制度については、ＷＴＯ協定及び国内関係法令等に則り、

透明かつ公平・適正に運用を行いました。 

 

担当部局名 関税局関税課 政策評価実施時期 平成29年６月 
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